
― 講 師 紹 介 ― 

社会保険労務士法人桑原事務所 代表役員 桑原 亨 氏 

【保有資格】 特定社会保険労務士、メンタルヘルス・マネジメント（Ⅱ種） 

平成 21年度～平成 27年度  「労働ほっとライン」相談員 

平成 23年 4月～平成 25年 3月 山口労働局賃金相談員 

平成 24年 4月～現在 山口労働局外国人雇用管理アドバイザー 

平成 24年 8月～現在 山口県社会保険労務士会就業規則部会会長 

平成 27年 7月～現在 総務省 中国地区電子政府推進員 

 

１ 趣  旨 

  現在、国が推進している「働き方改革」については、関連法令の遵守はもちろんのこと、人

びとの生活を支えることを生業としてきた社会福祉法人として、主導的に働きやすく、やりが

いの感じられる職場づくりに取り組んでいく必要があります。 

  そこで、今回の経営力向上セミナーでは、社会福祉法人の経営者・管理者層に求められる働

き方改革への対応（特に令和２年４月施行の項目を中心に）のポイントを押さえ、各法人の職

員が質の高い仕事ができ、かつ安心して働き続けられるための職場づくり・組織づくりの視点

等を学ぶことを目的に開催いたします。 

 

２ 主  催 

  山口県社会福祉法人経営者協議会  社会福祉法人山口県社会福祉協議会 

 

３ 共  催（予定） 

  一般財団法人山口県保育協会  一般財団法人山口県児童入所施設連絡協議会 

  一般財団法人山口県知的障害者福祉協会  山口県老人福祉施設協議会 

  山口県障害福祉サービス協議会 

 

４ 日  程 

令和２年３月５日（木) 午後２時１５分から午後３時４５分まで（受付：午後２時から） 

時  間 内     容 

１４：００～ 

１４：１５ 
セミナー受付 

１４：１５～ 

１５：４５ 
【社会福祉法人経営力向上セミナー】 

講 演 ：「社会福祉法人における働き方改革への対応（令和２年４月施行事項を中心に）」（仮題）  

講 師：社会保険労務士法人桑原事務所 代表役員 桑原 亨 氏 

１５：４５ 閉 会 

 

５ セミナー講師・内容 

講 演：「社会福祉法人における働き方改革への対応（令和２年４月施行事項を中心に）」（仮題）  

内 容：社会福祉法人の経営者・管理者層に求められる「働き方改革関連法」の具体的な実

務ポイントを確認するとともに、特に令和２年４月施行事項（同一労働同一賃金・

時間外労働の上限規制等）を中心に学びます。 

講 師：社会保険労務士法人桑原事務所 代表役員 桑原 亨 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 第２回 

社会福祉法人経営力向上セミナー 

開 催 要 項 



６ 会  場  

山口県総合保健会館（山口県健康づくりセンター）２階 「第１研修室」 

山口市吉敷下東三丁目１番１号 ＴＥＬ：０８３-９３４-２２００ 

 

７ 参加対象者 

社会福祉法人における代表者、役員(理事、監事、評議員)、施設長、事務長、職員 等 

 

８ 参加申込み 

（１）別紙「参加申込書」により、令和２年２月１４日（金）までにお申込みください。 

（２）「開催要項」及び「参加申込書」のデータにつきましては、山口県経営協ホームページ

（http://yamaguchi-keieikyo.jp/）からダウンロードすることが可能です。 

 

９ セミナー参加費  
経営協会員１人 ３，０００円 経営協非会員１人 ６，０００円 

※当日、受付にてお支払いください。 

 

10 個人情報の取扱い 

お申込みの際に提出いただいた個人情報については、総会及びセミナー運営の目的 のみ利

用させていただきます。また、法人名、施設名、種別名、氏名を記載した参加者名簿を作成い

たします。 

 

11 申込み・問合せ先  
  山口県社会福祉法人経営者協議会 事務局 
  社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

総務企画部 福祉振興班  
担当：村田、石原 
〒753-0072 山口市大手町９番６号 
ＴＥＬ０８３－９２４－２７９９ 
ＦＡＸ０８３－９２４－２７９８ 
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://yamaguchi-keieikyo.jp/ 

 

【会場周辺地図】 
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